
２０２５年 6月号 就労移行支援事業所

202４年度就職18名!

★個別ブースで周りを気にせず集中訓練！
★お一人おひとりに合わせたプログラム
（希望に合わせて個別のプログラムを組んでいくので
 ペースを乱すことなく就職まで進めることができます。）

★温かいお弁当も提供！

★就職したあとも安心！

しっかりと職場に定着できるよう

サポートしていきます

★ 開所から（平成26年8月～令和7年6月）

計430名の方が就職 !!

(ティオ４事業所からの就職者／内船堀から148名就職)

★ 数多くの資格学習サポート！
事業所内受験可能な資格も多数 !!

★ Illustrator、Photoshopなどを
Mac、Windowsで用意 !!

★個別カウンセリング
   （資格を持ったカウンセラーによるカウンセリング）

高い就職率と定着率

※定員20名

社会福
祉研究機構加盟全国89事業所
令和 1・4・5・6年度

優秀事業所表彰

2025年度早くも就職10名



Facebook Instagram

YOUTUBE

ホームページ

お問い合わせ

体験・見学募集中

合理的配慮について

障害のある人が社会生活に平等に参加できるように、

障害の特性や困りごとに合わせて、

必要かつ適切な変更や調整を行うことです。

障害者差別解消法に基づき、事業者などが

可能な限り提供することが義務付けられています。

合理的配慮とは

20代女性 知的障害 事務補助

20代女性 精神障害 一般事務

30代男性 精神障害 一般事務

・マルチタスクができないので、一つ一つ作業が
終わったら指示が欲しい

・メモを取る時間が欲しい

・ブランクがあり、環境に慣れるまで
時短勤務(6時間勤務)にしてほしい

・視線や音が気になるので、席は端にしてほしい

・医師からも薦められ、環境に慣れるまで
時短勤務(6時間勤務)にしてほしい

・焦点てんかんのため、発作に気付いた際には
すぐに気付けるように配慮してほしい
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